
申請・届出名
危険物（製造所・貯蔵所・取扱所）品名、数量又は指定数量の倍
数変更届出書

様式名 様式第１６　危険物の規制に関する規則（第７条の３関係）

根拠条文 消防法第１１条の４第１項

申請・届出先 届出する場所を管轄する消防署予防課

概 要
許可を受けた危険物の品名・数量又は倍数を変更するとき。
変更する日の１０日前までに届出てください。

その他
２部提出。届出書に関する詳しい説明は　　　　　を参照してくださ
い。

コチラ 

http://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/cmsfiles/contents/0000215/215688/10-2suryoumatahabaisuhenkousyousai.pdf

